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対応・回答内容概要項番

ご指摘を踏まえて、OBD検査時に出力され
る帳票に検査実施者の氏名を記載されるよ
う、今後、改修予定です。

【事務局】

OBD検査時にPDF出力される帳票について、検査実施者
の氏名も帳票に記載してほしい。
帳票への検査実施者の氏名記載について、指定整備記録
簿や保安基準適合証には検査員の氏名を書くようになって
いることから、指定整備上は問題ないと思われる。
（第１回モニタリング会合課題 項番17、第５回モニタリング
会合議題１関係）

【指定／日整連】

OBD検査／
確認モード誤
認防止

1

令和８年度中の連携を予定しており、現在
は詳細な仕様について（一社）日本自動車
整備振興会連合会と調整中です。
詳細な運用が決まり次第、モニタリング会
合において議論・周知します。

【事務局】

OBD検査対象車が、OBD検査未実施の状態でも、保安基
準適合証の交付、車検証の更新ができてしまう。
OBD検査未実施のまま、保安基準適合証の交付等ができ
ないように、システム側で対策をしていただきたい。
（第１回モニタリング会合課題 項番21関係）

【日整連／自工会】

電子保安基
準適合証との
連携

2

次に掲げる年月以降に新たに発行される
車検証について、備考欄の表記に太字カッ
コを付ける（「【OBD検査対象】」と券面に表
記させる）対応を行います。
・登録自動車： 令和８年４月
・ 軽自動車 ： 令和８年１月

【事務局】

車検証備考欄の表記（「OBD検査対象」）が目立つよう、太
字カッコ（【 】）を付ける改修を令和７年度中に行います。
※ OBD検査対象車を見落とす可能性がある旨の課題（振
興会から提起いただいた内容）を受けた対応
（第３回モニタリング会合宿題対応 項番９関係）

【日整連／事務局】

車検証備考
欄の記載統
一・強調表示
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対応・回答内容概要項番

これまでの議論の結果を踏まえ、検査用ス
キャンツールが認定を取り消された際の特
例措置適用に関する方針案を作成しました。
この方針案への議論を踏まえ、次回モニタ
リング会合までに具体的な通達案の調整を
行い、発出する予定です。（議題５で議論）

【事務局】

検査用スキャンツールが認定を外れた場合について、DTC
照会アプリの非認定メッセージ送出に３週間程度かかると
のことだが、指定工場が気づかずに検査してしまう可能性
もあるため、メール送信など、なるべくリアルタイムに近い
形での周知を検討していただきたい。
周知前に指定工場が当該スキャンツールでOBD検査を実
施した場合について、当該工場には非がないため行政処
分の対象としないでほしい。
新しい検査用スキャンツールがすぐに入手できないことも
考えられるため、一定期間、特例措置を設けることも検討
してほしい。
（第３回モニタリング会合における議論）

【日整連】

検査用スキャ
ンツール認定
取消時の対
応策定
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OBD検査ポータルに掲載している説明動画
について、これまでのシステム改修によっ
て実際の画面表示と差異が生じているもの
を含め、令和８年３月末までに修正する予
定です。

【事務局】

OBD検査ポータルの動画「５ OBD検査の実施」にて、車両
情報入力時と検査要否判定時のモードが異なっている。
OBD検査を行っているのか、OBD確認を行っているのか分
かりにくいので動画の修正又は注釈等を追加できないか。
（第３回モニタリング会合課題 項番14関係）

【日整連】

説明動画の
差替え
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